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 2021年 4月 9日版 

 町田市中小企業者家賃補助金【第３弾】  

 ＜申請案内＞  

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している市内中小企業者（法人・

個人事業主）への資金繰り支援として、１ヶ月分の家賃の２分の１を、２０万円を上限

に補助します。これにより、市内中小企業の皆さまの事業活動継続を支援します。 

 

１ 概 要  

 

（１）対象者 

次の①～④の要件を全て満たすこと 

①市内に事業所を有する中小企業者（本店所在地が市外でも可）※１～３ 

②市内に事業用の建物を賃借し、生産や販売、サービス提供等を行っていること※４ 

③２０２１年１月～３月のいずれか１か月の会社全体の売上高が、前年同月または

前々年同月の会社全体の売上高と比較して、１５％以上減少していること 

④今後も町田市内で事業継続の意向があること※５ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）補助額 

 

 

（２）補助対象経費 

家賃（店舗・事務所の建物分） 

・２０２１年１月分から３月分のうち、１ヶ月分の支払済家賃が対象。 

・共益費は補助対象に含むが、駐車場・倉庫は補助対象外。 

・事業の対人サービスの有無に関わらず補助対象（オフィスも補助対象）。 

・事業を行っている場所であっても、建物家賃以外は対象外。 

※１ 原則、中小企業信用保険法第２条第１項に該当する中小企業者。 

主な業種 資本金額又は出資総額 常時使用する従業員数 

製造業・建設業・運輸業など ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５,０００万円以下 １００人以下 

小売業 ５,０００万円以下 ５０人以下 

※２ 本店所在地が市外であっても、市内に事業所がある中小企業は対象。 

※３ 対象業種は、国「持続化給付金」に準じ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、政治団体、宗教団体等は対象外。 

※４ 建物とは、屋根および周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物。 

※５ 補助金申請日時点で、市内で事業を継続しており（休業を含む）、今後も市内で事業

継続の意向があることが条件。 
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（３）補助率 

家賃支払済額の１／２ 

（４）補助額 

上限２０万円 

・千円未満切り捨て 

 ※複数事業所を持つ中小企業者の上限は、事業所数×２０万円 

 

 

２ 申 請   

 

（１）申請期間 

２０２１年５月６日（木）～２０２１年６月３０日（水）※消印有効 

 

（２）申請方法 

郵送（事前予約による窓口受付可※） 

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、窓口での相談・申請は、事前予

約のみとさせていただきます。ご理解・ご協力をお願いします。 

 

 

（３）申請先 

申請書類一式を揃えた上で、以下の宛先に郵送してください。郵送にあたりまして

は、簡易書留等、郵送物の追跡ができる方法を推奨します。 

 

※申請書類に不足や誤りがある場合、追加書類の提出を求めたり、確認のご連絡をす

るため、支払に時間を要する場合がございます。送付時に「申請時チェックシート」を

利用して、必ず確認してください。 

※ご提出いただいた書類は返却できませんので、ご了承ください。 

 

 

＜町田市中小企業者家賃補助金 事前予約・相談＞ 

 町田市中小企業者家賃補助金事前予約・相談ダイヤル 

電話番号：０４２－７２４－１１３６（平日 ８：３０～１７：００） 

窓口受付：５月６日（木）～６月３０日（水）（要事前予約※） 

＜宛先＞ 

〒１９４－８５２０ 

東京都町田市森野２－２－２２ 

町田市役所 中小企業者家賃補助担当 
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（４）申請書類の入手方法 

申請書は、町田市ホームページからダウンロードしてください。 

また、町田市役所産業政策課窓口、各市民センターで申請書類を配布しております。 

 

（５）申請書類 

書類番号 必要書類 

① 【第１号様式】町田市中小企業者家賃補助事業補助金交付申請書【原本】 

② 【別表】交付申請額及び売上高減少率確認表【原本】 

③ 
【別表２】町田市中小企業者家賃補助事業補助金申請に係る承諾書兼誓約書

【原本】 

④ 申請時チェックシート【原本】 

⑤ 

２０２１年１月から３月のいずれか１か月の会社全体の売上高が、前年同月

または前々年同月の会社全体の売上高と比較して、１５％以上減少したこと

を確認できる以下の資料【コピー】 

試算表、売上台帳、売上明細等、売上高がわかる資料 

⑥ 

２０２０年（２０１９年）１月から３月までのうち、書類番号⑤で選択した

月と同月１ヶ月分の売上高を確認できる以下の資料【コピー】 

法人の場合 

法人税確定申告書の別表一、法人事業概況説明書（表裏） 

個人の場合 

・青色申告：確定申告の第一表、決算書の1・2ページ目（損益計算書、月別売上） 

・白色申告：確定申告の第一表、試算表・売上台帳・売上明細等の売上高がわかる資料 

※上記資料に月別売上高の記載が無い場合は、試算表、売上台帳、売上明細

等の売上高が分かる資料を追加 

⑦ 

建物の賃貸借契約書（以下の内容がわかるもの）【コピー】 

貸主・借主の名前、家賃、契約期間、対象物件情報（所在地、構造・規

模、使用目的等） ※倉庫、駐車場分は対象外 

⑧ 

建物賃料を支払ったことを確認できる資料【コピー】 

領収書、引き落とし口座等の、支払者・支払日・支払金額・支払対象月が

わかる資料（２０２１年１月から３月分の家賃のうち、１ヶ月分が対象） 

⑨ 

事業概要がわかる資料【コピー】 

法人の場合 

履歴事項全部証明書 

個人の場合 

開業届、営業許可証、パンフレット等のいずれか 

⑩ 

補助金の振込先口座の通帳【コピー】 

金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種別、口座番

号、口座名義（カナ）がわかる箇所をコピーしてください 

 

作
成
し
て
い
た
だ
く
資
料 

ご
準
備
し
て
い
た
だ
く
資
料 
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３ 申請受付後の流れ 

 

（１）申請書類の確認、審査 

申請書類が揃っているかを確認し、対象条件や対象経費が適切であるか等を審査しま

す。資料の不足や不明な点等が発生した場合は、申請書に記載された連絡先等にお問い

合わせします。 

 

（２）補助交付額の決定 

審査後、交付額を決定し、町田市中小企業者家賃補助事業補助金交付決定通知書（第

２号様式）を送付します。 

 

（３）補助金の支払 

申請書の受付後１ヶ月を目途に指定口座へ入金します。補助金交付決定通知書の到着

前に入金される場合もあることをご了承ください。 

 

 

 

 

４ よくあるお問い合わせ 

 

Ｑ１．この制度での家賃とは、具体的に何を指しますか？ 

 

Ａ１．町田市内に所在する家屋の賃料（管理費、共益費含む）を指します。権利金、敷

金、礼金、保証金その他これらに類するものは補助対象外です。 

 

Ｑ２．事業用の建物に駐車場や倉庫は含まれますか？ 

 

Ａ２．本制度での事業用の建物とは、事務所、工場、商店、飲食店など、一定の場所で、

生産や販売、サービス提供等を行う建物（屋根および周壁又はこれらに類するものを有

し、土地に定着した建造物）を指します。土地のみ、倉庫のみ、駐車場等は、事業用の建

物に該当しないため、補助対象外です。 

 

Ｑ３．２０１９年１月以降の開業、または１年前（または２年前）から店舗数の増加、

業態変更があった場合など、特別な事情で１年前（または２年前）と売上高が比較でき

＜町田市中小企業者家賃補助金 問い合わせ先＞ 

 町田市中小企業者家賃補助金事前予約・相談ダイヤル 

電話番号：０４２－７２４－１１３６（平日 ８：３０～１７：００） 

※問い合わせが多く寄せられております。町田市ホームページ、本申請案内等を事前

にご確認の上お問い合わせください。ご協力お願いします。 
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ない場合は、対象となりますか？ 

 

Ａ３．２０１９年１月以降の開業、または、特別な事情で前年比較ができない場合は、

対象月と対象月を含む連続した過去３か月※の売上高の平均を比較し、１５％以上減少し

ていることが確認できれば対象になります。その場合は、売り上げを比較出来ない別途

特別な事情であることが分かる理由書を添付してください。 

※過去３か月の例：１月を対象月とした場合、１１月（２０２０年）・１２月（２０２０

年）・１月（２０２１年）の売上高の平均と比較。３月を対象月とした場合、１月・２月・

３月（いずれも２０２１年）の売上高の平均と比較。 

 

Ｑ４．複数店舗を所有する場合は全て対象になりますか？ 

 

Ａ４．市内にある事業所は全て対象です。例えば、市内に３つの事業所（店舗等）を構え

る中小企業者であれば、３件分をまとめて申請が出来ます。また、その中小企業者の補

助金申請上限額は６０万円（３事業所×２０万円）となります。 

 その際は、事業所数に合わせて、必要書類（「交付申請額及び売上高減少率確認表（別

表）」、「建物の賃貸借契約書」「建物賃料を支払ったことを確認できる資料」等）を準

備し、添付してください。 

 

Ｑ５．自宅兼事業所として賃借している場合は対象になりますか？ 

 

Ａ５．自宅の一部を事業所として使用し、かつ事業所として賃料が発生していることが

確認できれば、その分が補助対象になります。その場合、事業所として利用している範

囲・面積・賃料が証明できる以下の資料を添付してください。面積割合に応じて補助額

を算出します。 

①図面・契約書等（全体面積・範囲と、事業所部分の面積・範囲を明記）  

②確定申告書「地代家賃」との関係性がわかる資料 

 

Ｑ６．本社が町田市外にあり、支店が町田市内にある場合、支店登記をしていなくても

対象になりますか？  

 

Ａ６．対象になります。その場合、営業許可証、会社パンフレットなど、事務所の所在、

活動の実態がわかる資料を添付してください。 

 

Ｑ７．申請日時点で事業を辞めている場合は対象になりますか？ 

 

Ａ７．対象になりません。申請日時点で事業を継続（休業含む）しており、今後も事業継

続の意思があることが補助対象の要件です。  
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Ｑ８．個人事業主は、対象になりますか？ 

 

Ａ８．個人事業主も対象になります（中小企業信用保険法における中小企業者）。申請の

際に添付していだく、開業届・確定申告書類にて確認させていてだきます。ただし、確

定申告の際に収入を給与所得として申告されている方は対象になりません。 

 

Ｑ９．家賃を年払いしており、対象期間（２０２１年１月～３月分）の賃料は、２０２

０年中に支払済みです。その場合は対象になりますか。 

 

Ａ９．対象になります。その場合には、年払いしたことが確認できる書類（契約書・支払

いが確認できる書類）と、２０２１年１月分～３月分の賃料であることが確認できる書

類を添付してください。 

 

Ｑ１０．消費税分は補助対象になりますか。 

 

Ａ１０．対象になります。消費税を含んだ家賃支払済額が補助対象経費です。 

 

Ｑ１１．売上高が１５％以上減少した月と、補助対象となる家賃は同じ月でないといけ

ませんか？ 

 

Ａ１１．同一月である必要はありません。例えば、２０２１年３月の売上高が１５％以

上減少している場合であっても、２０２１年１月分、２月分（２０２１年１月から３月

の任意の１ヶ月）の家賃支払済額を申請できます。 

 

Ｑ１２．企業全体では売上高が１５％以上減少していないが、一部の店舗・業種では１

５％以上減少している場合、対象になりますか？ 

 

Ａ１２．対象になりません。中小企業者（法人・個人）全体で売上高１５％以上減少して

いることが要件です。 

 


